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1工認申請単位について
 火災感知器バックフィットの工認申請にあたり、火災防護設備の基本設計方針における、
①設計基準対象施設及び重大事故等対処施設（以下、「DB及びSA」とする。）に係
る箇所（１．１項）と②特定重大事故等対処施設（以下、「特重」とする。）に係る
箇所（１．２項）は各々別の個別工認単位で申請することを基本とする。

 新検査制度施⾏（2020.4）に伴い、「設計及び工事の計画認可申請（設工認）」
の手続きに則り、申請する。

①DB及びSAに係る箇所（１．１項）※ ②特重に係る箇所（１．２項）※

※高浜３４号機 特重工認 火災防護設備の基本設計方針

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。



火災区域及び火災区画単位での申請範囲について 2

 ①DB及びSAと②特重の火災区域・区画単位での申請範囲は下図のとおり。
 ②において既に審査済の既設建屋側の火災感知器に対しては、移設は実施しない計画
とし、審査済の既設建屋側の火災感知器に係る特重側の使用前検査に影響のない設
計とする。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。



3工認申請時期について
 ①DB及びSAは2020年４月から３グループに分かれて申請予定
 ②特重は特重施設が運開（使用前検査合格）後に申請予定
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（ＢＦ施⾏） 加振試験

T12,M3は再稼働後に申請予定（再稼働時期未定）


